
様式第一 

 

「マルチステークホルダー方針」 

 

当社は、｢“水”を究め、自然と人間が調和した豊かな環境を創造する」という企業理念

のもと、顧客、取引先、従業員、株主、地域社会といったマルチステークホルダーとの適切

な協働に取り組むとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、新しい価

値を提供し続ける企業でありたいと考えております。 

水と環境の分野における事業活動を通じて生み出された収益・成果について、マルチステ

ークホルダーへの適切な分配を行うことが、持続的な成長と中長期的な企業価値向上につな

がるという観点から、従業員への還元や取引先への配慮が重要であることを踏まえ、以下の

取組を進めてまいります。 

 

記 

 

１．従業員への還元  

社会や産業に多様なソリューションを提供し、水の新たな価値を創出し続けることを目

指す当社にとって、人材は持続的な成長の源泉であり、きわめて重要であると考えていま

す。当社は、経営資源の成長分野への重点的な投入、従業員の能力開発やスキル向上等を

通じて、持続的な成長と生産性向上に取り組み、付加価値の最大化に注力します。その上

で、自社の状況を踏まえた適切な方法による賃金の引上げを行うとともに、それ以外の総

合的な処遇改善としても、従業員のエンゲージメント向上や更なる生産性の向上に資する

よう、人材投資を中心に積極的に取り組むことを通じて、従業員への持続的な還元を目指

します。 

具体的には、賃金の引上げについては、労使の話し合いを重ね、市場水準を踏まえ、当

社の業績や事業環境、取り組むべき課題等も勘案した上で、処遇改善に取り組みます。 

人材投資については、当社に D&Iの専任組織を設け、様々なバックグラウンドを持つ人

材が、企業理念の実現に向け、互いの違いを受け入れ、相互作用することで、独創的価値

を創造し続ける企業グループを目指して組織文化醸成や多様性の確保に向けた取り組みを

積極的に推進しています。 

また、タレントマネジメントプラットフォームを活用したキャリア形成支援や、ｅラー

ニング等を活用した自主的に学習できる機会の提供等、社員一人ひとりの成長を最大限、

サポートするための環境づくりにも取り組んでまいります。 

 

２．取引先への配慮  

当社はパートナーシップ構築宣言の内容遵守に、引き続き、取り組んでまいります。 

・パートナーシップ構築宣言の登録日 

【令和 6年 2月 15日】 

・パートナーシップ構築宣言のＵＲＬ 

【 https://www.biz-partnership.jp/declaration/56062-05-18-tokyo.pdf 】 

 

３．その他のステークホルダーに関する取組  

当社は、“持続可能な社会の実現に貢献する「水の新たな価値」の開拓者”を企業ビジョ

ンとして掲げ、この実現に向けた重要課題を、「クリタグループのマテリアリティ」として

https://www.biz-partnership.jp/declaration/56062-05-18-tokyo.pdf


定めております。マテリアリティへの取り組みにあたってはステークホルダーとのエンゲ

ージメントに取り組み、エンゲージメントを通して把握した期待や懸念、評価を、その指

標・目標の妥当性の検証や目標達成に向けた諸活動に生かしてまいります。 

 

これらの項目について、取組状況の確認を行いつつ、着実な取組を進めてまいります。 

 

以上 

 

令和 6年 4月 26日 

 

          栗田工業株式会社  代表執行役社長 江尻 裕彦                   

          

 


